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いじめの未然防止 

 

１ 「いじめ」についての共通理解 
 

全職員に「いじめ」についての共通理解の徹底を図る。 

 

【いじめの定義】 ～いじめ防止対策推進法（H25.9.28） 第二条（定義）より 

「いじめ」とは，児童等に対して，当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童と

一定の人的関係にある他の児童が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネット

を通じて行われるものを含む。）であって，当該行為の対象となった児童が心身の苦痛を感じ

ているものをいう。 

 

【留意点】 

・個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は，表面的・形式的にすることなく，いじめら

れた児童の立場に立つことが必要。 

・いじめには多様な様態があることに鑑み，いじめに該当するか否かを判断するに当たり，「心

身の苦痛を感じているもの」との要件が限定して解釈されることのないよう努める。 

・いじめの認知は，特定の教職員のみによることなく，いじめ問題対策チームを活用して行う。 

・「一定の人的関係」とは，学校の内外を問わず，同じ学校・学級の児童や，塾やスポーツクラ

ブ等当該児童が関わっている仲間や集団など，当該児童と何らかの人的関係を指す。 

・「物理的な影響」とは，身体的な影響のほか，金品をたかられたり，隠されたり，嫌なことを

無理矢理させられたりすることなどを意味する。 

・けんかやふざけあいであっても，見えないところで被害が発生している場合もあるため，背景

にある事情の調査を行い，児童の感じる被害性に着目し，いじめに該当するか否かを判断する

ものとする。 

・行為の対象となる児童本人が心身の苦痛を感じるに至っていないケース（例えば，インターネ

ット上で悪口を書かれていたことを本人が知らずにいるような場合）についても，加害行為を

行った児童に対する指導等については，「法」の趣旨を踏まえた適切な対応が必要。 

・いじめられた児童の立場に立って，いじめに当たると判断した場合において，その全てが厳し

い指導を要する場合であるとは限らない。下記のような場合，「いじめ」という言葉を使わず

に指導するなど，柔軟に対応する。 

  ＊好意から行った行為が意図せずに相手に心身の苦痛を感じさせてしまったような場合 

  ＊軽い言葉で相手を傷つけたがすぐ謝罪し，指導によらずして良好な関係を再構築した場合 

 ただし，これらの場合であっても，法が定義するいじめに該当するため，「いじめ問題対策チ

ーム」において情報共有することは必要。 
  



２ 校内生徒指導体制の充実 
 
○校長のリーダーシップの下に，いじめ問題対策チームを設置（常設）する。 

○子どもや保護者からの相談や訴えについては，どんな些細なことでも校長，教頭に報告する。 

○いじめの判断は組織で行うこととし，判断した場合は，校長，教頭，生徒指導主事に相談の

上，組織的に対応する。 

○職員会議の児童理解において，いじめの芽がないか定期的に情報交換する。また，必要に応じ

ていじめ対応アドバイザーの派遣を要請する。 

○生徒指導部が中心となり，児童の実態を見ながらいじめについての指導（集会での話等）を行

う。 

 

校 長 

 

い じ め 問 題 対 策 チ ー ム 

学級担任 生徒指導主事 養護教諭 教務主任 教頭 

○自分の学級にも

いじめはあり得る

との認識で，子ど

も達の日々の生活

に目を配る。 

○各学年の子ども

の状況を把握し，

いじめに関する情

報の集約担当者と

なる。 

○学級担任が気づ

きにくい子どもの

様々な問題の把握

に努め，「心の居

場所」づくりに努

める。 

○どの学級にもい

じめはあり得ると

いう認識を持って

学校内のいじめの

把握に努める。 

○校内のいじめの

実態とその指導状

況の把握に努め，

適切な対応につい

て全教職員の理解

を図る。 

○授業中に言葉を

かけたり，休み時

間に一緒に遊んだ

りするなど，可能

な限り子どもたち

と積極的にふれあ

うようにする。 

○生徒指導部会，

職員会議などの場

でその解決策につ

いてリーダーシッ

プを発揮する。 

○訴えてきた子ど

もの心情を十分に

受け止め，信頼さ

れ，安心できる保

健室の雰囲気づく

りに努める。 

○担任と共に問題

決に当たる姿勢を

示し，いじめの情

報を積極的に職員

会等で知らせる。 

○実践的な職員研

修の場を設定し，

全教職員が生徒指

導の専門的指導技

術を身につける体

制をつくる。 

○いじめが発生し

たり，いじめのサ

インをとらえたり

した場合は，他の

先生方との連携を

図る。 

○校長，教頭にい

じめについての幅

広い情報を提供

し，率先して問題

解決にあたる。 

○把握したいじめ

の情報を担任や生

徒指導主事，校

長，教頭に伝え，

解決に向けて有効

な対策を講じる。 

○学校内のいじめ

について，生徒指

導主事や校長，教

頭に報告し指導を

受ける。また，他

の先生方との連携

を図る。 

○いじめに関する

ことについて校長

に報告し，その指

導の下に全校体制

での取り組みを推

進する。 

○子どもや保護者

からの相談や訴え

については，どん

な些細なことでも

誠意を持って対応

する。 

○学校，家庭，地

域一体となった指

導を進めるため，

関係機関・団体と

の連携を積極的に

進める。 

 

○担任と十分な連

絡を取り，家庭と

の連携を密にし

て，問題の解決に

努める。 

○学校の指導方針

について保護者の

理解を深めるた

め，積極的に情報

の収集や提供に努

める。 

○PTAや関係機 

関・団体との協力

体制を確立し，開

かれた学校づくり

に努める。 



３ わかる授業づくり 
 

いじめの加害の背景には，勉強や人間関係等のストレスが関わっていることを踏まえ，授業に

ついていけない焦りや劣等感などが過度のストレスとならないよう，一人一人を大切にした分か

りやすい授業づくりを進める。 

○「分かった」「できた」が実感できる授業づくり 

児童がより能動的に課題を設定し，児童全員の主体的な参加を促すとともに，まとめやふり

返りの時間を確保する。 

○学習指導の場における積極的な生徒指導 

学習指導に際し，児童生徒に自己存在感を与えること，共感的な人間関係を育成すること，

自己決定の場を与えること，安全・安心な風土の醸成をすることの４つの視点に留意する。 

○学び合い学習 

「つなぐ」ことを意識し，学習過程や学習形態を工夫し，全ての児童が授業に参加でき，授

業場面で活躍できるようにする。 

○教職員の学び合い 

「きまっし授業」などの体制づくりによって教職員が互いの授業を参観し，互いにアドバイ

スし合うことで授業改善を図る。 

 

 

４ 道徳教育や人権教育等の充実 
 

学校の教育活動全体を通じた道徳教育や人権教育の充実により，他人の気持ちを共感的に理解

できる豊かな情操を培い，自他の存在を等しく認め、お互いの人格を尊重する態度を養う。 

○「考え，議論する道徳」 

いじめに関する事例を取り上げ，児童が自分自身のこととして，多面的・多角的に考え，議

論していくような授業を積極的に行う。 

○人権教育 

学級活動や朝の会などで，言われたりされたりしたら嫌なこと，言われて嬉しかった経験や

されて嬉しかった経験をそれぞれの立場になって考え，いじめを許さない意識の高揚を図る。 

 

 

５ 規範意識の育成 
 

校内での規律や授業中の規律を定着させることで，規範意識を高めるとともに，児童が安心し

て学ぶことができる環境を作る。 

○問題行動への対処 

「社会で許されない行為は，学校においても許されない」といった毅然とした指導方針を示

し，「社会の一員」としての責任と義務を指導する。 

○あいさつの習慣化 

ひまわり班（縦割り班）を活用して，あいさつ運動などに取り組みあいさつの習慣化を図る。 

○学習規律の徹底 

学校として揃えていくべき事柄を全教職員で確認し，徹底して指導する。 

 

 



６ 児童会が中心の取組 

 

「いじめを絶対に許さない」という意識を児童一人一人に持たせ，学校全体や学級でいじめ撲

滅に取り組む雰囲気を作る。 

○「人権標語」の募集の実施 

「いじめの防止」「人権を守る」「絆」などをテーマに全員が標語を書き，クラスで紹介

した後，学級の代表作を選び，全校に紹介する。 

 ○異学年交流 

 日々の清掃活動のほか，毎月１回の縦割り班遊び，１年生を迎える会など年間を通して上級

生と下級生が助け合う場を設定する。 

 

 

７ 家庭や地域と連携した取組 

 

児童だけではなく，家庭や地域と協力して「いじめを見逃さない風通しのよい学校づくり」に

取り組む。 

○体験活動を取り入れた取組 

畑の先生との自然体験を通して，素直に感謝の気持ちを表したり，他人を思いやる心を育

んだりするなど，心の通じ合うコミュニケーション能力を育む。 

○高齢者とふれあう活動 

地域に一人で住んでいるお年寄りの家を訪問し，花鉢をプレゼントしたり話し相手をした

りする。 

○非行・被害防止講座の実施 

保護者や地域の人々を対象に開催し，「ネットいじめ」の事例などをもとに，いじめの問

題に対する理解を深めるとともに，家庭や地域で果たすべき役割などについて考える機会と

する。 

 

 

８ いじめの早期発見 

 

○児童理解の会…毎月１回 

職員間で児童の様子について情報交換し，いじめの早期発見に努める。 

○こころのアンケート…毎月１回 

記名式による定期的な点検を実施し，いじめの早期発見に努める。 

６月，１１月，２月には家庭に持ち帰り，保護者とともに記入する。 

○情報モラルアンケート…年間2回 

情報機器の取り扱いに関する調査を定期的に実施し，いじめの早期発見に努める。 

○Ｑ－Ｕテスト…年間２回 

分析結果は学級経営に生かし，場合によっては個別面談を実施する。 

○相談ボックスの設置 
  



９ 年間指導計画表 

月 学校行事 

いじめ防止等に関わる取組 

①授業改善に関わる取組 ②道徳教育や人権教育等 ③児童会の取組 ④アンケートや教育

相談 

⑤校内研修の実施 ⑥家庭や地域との連携 

４ 
新任式 入学式 始業式 前期児童会組織編成 授業参観 交通

安全教室 前期クラブ編成 内科検診 眼科検診  

重点の確認 

1学期の取組の共通理解 

重点項目の確誌 

道徳年間指導計画表の配付 

あしなみの取り組み  職員会議における 

いじめ防止基本方針の周知 

ＰＴＡ総会 

いじめ防止基本方針の周知 

５ 
さつまいも苗植え 見守り隊紹介式 避難訓練 学習規律強化週間  1年生を迎える会  校内サポート研修会  

６ 
体力テスト プール清掃 プール開き 心肺蘇生法講習会  

CAP講演会 授業参観 学校評価委員会 

  あしなみの取り組み 情報モラルアンケー

トこころのアンケー

ト持ち帰り 

Q-U テストの実施と分析

いじめアドバイザー招聘 

ＰＴＡ役員会 

７ 
終業式 通知表渡し 水泳教室 着衣水泳 市水泳記録会 夏期

講座 防犯教室 いじめ対応研修会 

取組の分析と改善点の明確

化 

道徳の時間の実施状況の確

認 

   ＰＴＡ役員会 

８ 
夏期講座 全校登校日 学年登校日 地域訪問 1学期の反省と2学期の取

組の共通理解 

    地域訪問 

９ 
始業式 夏休み作品展 身体計測 授業参観・道徳授業公開  

給食試食会 教育講演会 バス遠足 運動会 耳鼻科検診 

学習規律強化週間 全校一斉道徳授業公開 あしなみの取り組み 

前期の振り返り 

  ＰＴＡ役員会 

学校評価委員会 

10 
後期児童会組織編成 校内図画大会 検尿 読書感想文審査会 

就学時健康診断 視力検査 

    いじめアドバイザー招聘  

11 
小中合同音楽会 学校公開 マラソン大会  

ハーベストフェスティバル 学校評価委員会  

  あしなみの取り組み 情報モラルアンケー

トこころのアンケー

ト持ち帰り 

Q-Uテストの実施と分析 ＰＴＡ役員会 

12 
薬物乱用防止教室 きずな集会 終業式 通知表渡し  

中学校入学説明会 いじめ対応研修会 

2学期の反省と3学期の取

組の共通理解 

人権週間の取り組み 人権標語の募集・掲示    

１ 
始業式 冬期講座 書き初め大会 身体計測 視力検査 授業参

観 活性化プラン報告会 学校保健委員会 学校評価委員会 な

わとび集会 

学習規律強化週間  あしなみの取り組み   ＰＴＡ役員会 

学校関係者評価委員会 

２ 
避難訓練 卒業を祝う会  道徳教育の全体計画の見直

し 

    

３ 
卒業式 通知表渡し 終業式 修了式 離任式 次年度の重点の確認 次年度の重点の確認 後期の振り返り こころのアンケート

持ち帰り 

次年度の重点の確認  

通

年 

全校集会 ひまわり班活動  生徒指導の機能を生かした

授業改善 

「きまっし授業」 

「ひまわり生活・学習チェ

ック表」 

年間指導計画に基づく道徳

の時間の実施 

あしなみを意識した

学級目標の作成 

委員会活動 

あいさつ運動 

こころのアンケート

の実施 

児童理解の会 学校だより 

保護者への連絡 



 
いじめの対応 

 

10 早期対応  

 

（１）いじめに対する処置 

    いじめを発見し，または相談を受けた場合は，特定の教職員で抱え込まず，速やかに「いじめ問

題対策チームに対しいじめに係る情報を報告し，組織的な対応につなげる。そして，いじめの事実

の有無の確認を行うための措置を講ずるとともに，いじめに係る情報を適切に記録し，その結果を

教育委員会に報告する。 

    いじめの事実を確認した場合には，徹底して被害児童を守り通すとともに，加害児童に対して

は，当該児童の人格の成長を旨として，教育的配慮の下，毅然とした態度で指導する。 

    また，被害児童，加害児童双方の家庭にいじめの実態や経緯等について連絡し，家庭の協力を求

めるとともに，いじめを見ていたり，周りではやし立てたりしていた児童に対する指導により，同

種の事態の発生の防止に努める。 

 

（２）児童や保護者への対応 

【いじめを受けている児童への対応策】 

１ いじめられている子どもを必ず守り通すという姿勢を明確に示し，安心させるとともに，教師，養

護教諭等の誰かが必ず相談相手になることを理解させる。 

２ 決して一人では悩まず，必ず親や教師など誰かに相談すべきことを十分指導する。 

３ いじめの事実関係を正しく把握することが必要であるが，その場合，冷静に，じっくりと子どもの

気持ちを受容し，共感的に受け止め，心の安定を図る。 

４ いじめた子どもを謝らせたり，双方に仲直りの握手をさせたりしただけで，問題が解決したなどと

いう安易な考えを持たずに，その後の行動や心情をきめ細かに継続して見守る。 

５ 子どもの長所を積極的に見つけ，認めるとともに，自ら進んで取り組めるような活動を通してやる

気を起こさせ， 自信を持たせる。 

６ いじめられている子どもを守り通すとの観点から，場合によっては，緊急避難としての欠席や転校措

置等弾力的に対応をする。 

 

【いじめを行っている児童への対応策】 

１ まず，いじめられた児童生徒の心理的・肉体的苦痛を十分理解させ，いじめが人間として許されな

い行為であることを分からせる。 

２ 当事者だけでなく，いじめを見ていた子どもからも詳しく事情を聴き，実態をできるだけ正確に把

握する。 

３ 集団によるいじめの場合，いじめていた中心者が，表面に出てこないことがある。いじめの集団内

の力関係や一人一人の言動を正しく分析して指導する。 



４ いじめていた子どもがどんなことがいじめであるのか分かっていない場合も考えられるので，何が

いじめであるのかを分からせる。 

５ いじめた子どもの不満や充足感を味わえない心理等を十分理解し，学校生活に目的を持たせ，人間

関係や生活体験を豊かにする指導を根気強く継続して行う。 

６ いじめが解決したと見られる場合でも，教師の気づかないところで陰湿ないじめが続いていること

も少なくないので，そのときの指導によって解決したと即断することなく，継続して十分な注意を払

い，折に触れて必要な指導を行う。 

７ 十分な指導にも関わらず，なおいじめが一定の限度を超える場合には，いじめられている子どもを守

るために，いじめる子どもに対して出席停止措置や警察等の協力を得た厳しい対策をとる。出席停止に

なった子どもには立ち直りのため，個に応じた指導を工夫する。 

 

【いじめを受けている児童の保護者への対応策】 

１ いじめの訴えはもちろんのこと， どんな些細な相談でも真剣に受け止め，誠意ある対応に心がけ

る。 

２ 家庭訪問をしたり，来校を求めたりして話し合いの機会を早急に持つ。その際，不安と動揺の心で

来校する保護者の気持ちを十分に受け止めて，対応策について協議する。また，学校として，いじめ

られている子どもを守り通すことを伝える。 

３ いじめについて，学校が把握している実態や経緯等を隠さずに保護者に伝える。 

４ 学校での様子について，その都度家庭に連絡するとともに，必要に応じて個別の面談や家庭訪間を

行うなど，解決するまで継続的に保護者と連携を図る。 

５ 必要な場合は，緊急避難としての欠席も認められることを伝える。 

６ 家庭においても子どもの様子に十分注意してもらい，子どものどんな小さな変化についても学校に

連絡してもらうように要請する。 

 

【いじめを行っている児童の保護者への対応策】 

１ いじめの事実を正確に伝え，いじめられている子どもや保護者のつらく悲しい気持ちに気づかせ

る。 

２ 教師が仲介役になりいじめられた子どもの保護者と協力して，いじめを解決するため保護者同士が

理解し合うように要請する。 

３ いじめは絶対に正当化できないものであるという毅然とした姿勢を示すとともに，家庭でも十分言

い聞かせてもらうよう要請する。 

４ 子どもの変容を図るために，子どもとの今後の関わり方や家庭教育の見直し等について本人や保護

者と一緒に考え，具体的に助言する。 

 
  



【周りで見ていたり，はやし立てたりしている児童への学校の対応策】 

１ 当事者だけでなく，いじめを見ていた児童からも詳しく事情を聞き，実態をできるだけ正確に把握

する。 

２ いじめを見ていた児童に対しても，自分の問題として捉えさせる。 

３ たとえいじめを止めさせることはできなくても，誰かに知らせる勇気を持つよう伝える。 

４ はやし立てるなど同調していた児童に対しては，それらの行為はいじめに加担する行為であること

を理解させる。 

５ 全児童が，集団の一員として互いを尊重し，認め合う人間関係を構築できるような集団作りを進め

ていく。 

 

 

（３）インターネット上のいじめの対応 

１ インターネット上のいじめの対応に当たっては，その性質上，より速やかに適切な対応をすること

に心がける。また，保護者や関係機関との連携にも心がける。 

２ グループチャット機能を使用した仲間外しなどのいじめについては，被害児童及び加害児童双方か

ら，十分な聞き取りを行い，事実関係を明らかにするとともに，相手の立場に立って考えさせる。 

３ インターネット上の不適切な書き込み等については，一旦保存した上で，被害の拡大を避けるた

め，直ちに削除する措置をとる。 

４ 名誉棄損やプライバシー侵害等があった場合，掲示板の管理者やプロバイダに対して速やかに削除

を求めるなど必要な措置を講じる。なお，必要に応じて警察や法務局等関係諸機関の協力を求める。 

５ 児童の生命，身体又は財産に重大な被害を生じるおそれがあるときは，直ちに所轄警察署に通報

し，適切に援助を求める。 

 

 

11 重大事態への対処 

重大事態とは，児童が自殺を企図した場合，身体に重大な傷害を負った場合，金品等に重大な被害を

被った場合，精神性の疾患を発症した場合等の，生命，心身又は財産に重大な被害が生じた事態，ま

た，相当の期間（目安は年間３０日間）学校を欠席することを余儀なくされる事態のことである。 

重大事態と思われる案件が発生した場合には，直ちに教育委員会に報告する。 

その後，直ちにいじめ問題対策チームを母体に調査を行い，結果については，教育委員会の指導の

下，いじめを受けた児童及びその保護者に対して適切に説明を行うとともに，教育委員会にも報告す

る。 

 

 

  



12 いじめの解消 

いじめは，単に謝罪をもって安易に解消とすることはできない。いじめが「解消している」状態と

は少なくとも次の要件を満たす必要がある。ただし，以下の要件が満たされている場合であっても必

要に応じ，他の事情も考慮し判断するものとする。 

ⅰ）いじめに係る行為が止んでいること 

   被害児童に対する，心理的・物理的な影響を受けない状態が少なくとも３カ月は続いている

こと。ただし，いじめの事態の重大性等から更に長期の期間が必要とされる場合，「いじめ問

題対策チーム」で判断し，より長期の期間を設定するものとする。 

ⅱ）被害児童が心身の苦痛を感じていないこと 

   被害児童本人とその保護者に対して，心身の苦痛を感じていないかどうかを面談等によって

確認する。 

いじめが「解消している」状態に至った場合でも，いじめが再発する可能性が十分にあり得ること

を踏まえ，教職員は，いじめの被害児童及び加害児童については日常的に注意深く継続して観察す

る。 

 

13 いじめ認知件数の公表 

こころのアンケートや，教師の見取り，児童からの訴えによりいじめを認知した場合は，その認知

件数を年度末の学校だよりと学校ＨＰに掲載して保護者に公表する。また，認知件数が０件だった場

合にも，その事実を学校だよりと学校ＨＰに掲載し，保護者に公表することで，認知漏れを防ぐ。  



14 問題発生時の処置系統（非行・いじめ等） 

 

早期発見 

早期対応 

こころの 
アンケート 

組織的な対応 

事
実
関
係
の
把
握 

                  
 

状
況
把
握 

関係教師が 
複数で 

被害・加害 
児童から 

周囲の児童 
保護者から 

関係機関との連携 

被害者への対応 
・学級担任 
・養護教諭 
・いじめ対応アドバイザー 

加害者への対応 
・学級担任 
・関係教員 
・生徒指導主事 

傍観者への対応 
・学級担任 
・生徒指導主事 
・他学年の先生 

保護者 
説明会 

保護者への対応 
・学級担任 
・生徒指導主事 
・PTA担当 
 

学校 
だより 

生
徒
指
導
主
事 

校
長
・
教
頭 

い
じ
め
問
題
対
策
チ
ー
ム 

・校長 
・教頭 
・教務主任 
・生徒指導主事 
・教育相談コーディネーター 
・該当児童の学級担任 
（いじめ対応アドバイザー） 
【児童理解の会 月１回】 

マスコミへの対応 
・校長 
・教頭 
 

教育 
委員会 

警察 
SSW 

家庭 
訪問 

職員 
会議 

発
見 
発
見 

訴
え 

保護者 

地域 

訴
え 

他児童 

教師 

本人 

担
任
・
他
教
員 


